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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成28年9月23日(2016.9.23)

【公表番号】特表2015-530877(P2015-530877A)
【公表日】平成27年10月29日(2015.10.29)
【年通号数】公開・登録公報2015-066
【出願番号】特願2015-525857(P2015-525857)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｑ   1/68     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｑ    1/68     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ   15/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｍ    1/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｍ    1/34     　　　Ｚ
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月3日(2016.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｉ）患者から得られた腫瘍サンプルにおいて、ヒト適応免疫応答を示す少なくとも１つ
の遺伝子の発現レベル、及びヒト免疫抑制応答を示す少なくとも１つの遺伝子の発現レベ
ルを決定する工程、
　ｉｉ）工程ｉ）で決定された前記ヒト適応免疫応答を示す少なくとも１つの遺伝子の発
現レベル、及び前記ヒト免疫抑制応答を示す少なくとも１つの遺伝子の発現レベルを、前
記ヒト適応免疫応答を示す少なくとも１つの遺伝子、及び前記ヒト免疫抑制応答を示す少
なくとも１つの遺伝子について予め決定された参照値と比較する工程であって、前記予め
決定された参照値は、前記遺伝子の発現レベル並びにカプランマイヤー曲線分析による患
者の生存及び関連したログランクｐ値に従って、一団の癌患者を２つのグループに分別す
るように選択される、工程、
　ｉｉｉ）前記患者は、適応免疫応答及び免疫抑制応答が良好（予め決定された参照値よ
りも高いレベル）又は不良（予め決定された参照値よりも低いレベル）かどうかを結論付
ける工程、
　ｉｖ）ａ）前記患者の腫瘍がステージＩ～ＩＩＩの腫瘍であるとき、
　　－　　該患者は、適応免疫応答及びヒト免疫抑制応答がともに良好である場合には抗
腫瘍処置を受けるのが有利であり、又は
　　－　　前記患者は、ヒト適応免疫応答及びヒト免疫抑制応答がともに不良である場合
には抗腫瘍処置を受けないのが有利である、あるいは、
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　ｂ）前記患者の腫瘍がステージＩＶの腫瘍であるとき、
　　－　　該患者は、ヒト適応免疫応答及びヒト免疫抑制応答がともに不良である場合に
は抗腫瘍処置を受けるのが有利であり、又は
　　－　　前記患者は、適応免疫応答及び免疫抑制応答がともに良好である場合には抗腫
瘍処置を受けないのが有利である、
と評価する工程
を含む、癌患者の抗腫瘍治療法への応答性を評価するための方法。
【請求項２】
　前記ヒト適応免疫応答を示す少なくとも１つの遺伝子が、
【表６】

からなる群より選択される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ヒト免疫抑制応答を示す少なくとも１つの遺伝子が、

【表７】
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からなる群より選択される、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　適応免疫応答を示す１つの遺伝子及び免疫抑制応答を示す１つの遺伝子を、工程ｉ）に
おいて使用する、請求項１～３の一項記載の方法。
【請求項５】
　一対のヒト適応免疫応答を示す遺伝子及びヒト免疫抑制応答を示す遺伝子が、
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【表８】
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からなる群より選択される、請求項１～４の一項記載の方法。
【請求項６】
　請求項１～５の一項の方法の、ヒト適応免疫応答を示す１つ又はいくつかの遺伝子の発
現レベル及びヒト免疫抑制応答を示す１つ又はいくつかの遺伝子の発現レベルの決定の工
程を実施するための、プライマー又はプローブとして使用され得る核酸を含むキット。
【請求項７】
　核酸が、請求項２、３及び４の一項の遺伝子に特異的な核酸から選択される、請求項６
記載のキット。
【請求項８】
　請求項１～５の一項の方法に従って抗腫瘍処置に対する応答者と判断される癌患者の処
置に使用するための、化学療法剤、免疫療法剤又は放射線治療剤。
【請求項９】
　－　請求項１～５の一項の方法に従って患者の抗腫瘍処置への応答性を評価すること、
及び
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　－　適切な抗癌処置を該患者に施すこと
にある工程を含む、癌の処置法。
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